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医療法人社団さわやか済世

　令和８年度東京産業保健総合支援センターの取組について

 東京産業保健総合支援センター　

 副所長　恒吉　恵美

　日頃より東京都産業保健健康診断機関連絡協

議会並びに会員の皆様方には、東京産業保健総

合支援センターの事業運営に御理解・御協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、産業保健を取り巻く状況は、産業構造

や経営環境の変化に伴い、近年大きく変化して

おり、メンタルヘルス対策、長時間労働者の健

康確保対策、治療と仕事の両立支援の推進等に

取り組んでいるところ、令和７年度に、労働者

数50人未満の事業場にもストレスチェックの
実施を義務化すること等を内容とする「労働安

全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する

法律」や、治療と仕事の両立支援を促進するた

めの措置を事業主の努力義務とすること等を内



2

容とする「労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律等の一部を改正する法律」が公布されまし

た。

　当センターは、これらの産業保健分野の課題

に日々向き合う産業保健スタッフの方々に対す

る各種支援を事業内容としております。

　ここでは、当センターが重点項目としている

取組及び地域産業保健センターにおける取組に

ついてご紹介いたします。

１　産業保健関係者育成のための専門的研修

　主に当センター専門スタッフ(産業保健相談
員)が講師となり、産業保健に関係する全ての
方に対し、 専門的且つ実践的能力の向上を図る
事を目的に実施しています。

　現在、日医認定産業医の単位を取得できる

「認定産業医研修」、衛生管理者・産業看護職・

人事労務担当者といった産業保健スタッフ等を

対象とした「産業保健研修」の２種類としてい

ます。

　メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支

援、過重労働対策などの産業保健に携わる方に

とって必要な知識を得る内容のものから、事例

検討のグループワーク、作業環境測定の実習

等、実践的な内容のものまで、幅広い内容を取

り上げています。

詳しくは、当センターのホームページをご覧

いただき、興味・関心をもったテーマの研修が

ありましたら是非お申し込みください。

２　メンタルヘルス対策の推進

　近年、精神障害に係る労災請求件数は右肩上

がりに増加しており、職域におけるメンタルヘ

ルス対策の重要性はますます高まっている状況

にあります。

　労働者数50人未満事業場へのストレス
チェック実施義務化を踏まえ、メンタルヘルス

対策に係る専門的研修をより充実させると共

に、ストレスチェック制度導入、「心の健康づ

くり計画」の策定、事業場内体制の整備等につ

いて、引き続き、「メンタルヘルス対策・両立

支援促進員」が事業場を訪問し、具体的なアド

バイスを行います。

３　治療と仕事の両立支援

病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労

働者が、仕事を理由として治療機会を逃すこと

なく、治療の必要性を理由として職業生活を妨

げられることなく、適切な治療を受けながら生

き生きと就労を続けられる職場環境をつくるた

めの支援として、「メンタルヘルス対策・両立

支援促進員」や保健師などの専門家が事業場を

訪問し、制度導入支援や意識啓発を図る教育等

を実施しています。

両立支援を促進するための措置が事業主の努

力義務となったことを踏まえ、事業主向けセミ

ナーの実施、関係機関への啓発活動により、よ

り一層、両立支援事業の周知を図ります。

また、労災病院等の医療機関と連携を密にし

て、治療・療養中の患者（労働者）と事業場と

の相談対応及び個別調整支援を行っています。

４　地域産業保健センターにおける取組

都内18箇所（労働基準監督署の管轄区域ご
と）に設置している地域産業保健センターにお

いては、労働者数50人未満の産業医の選任義務
のない小規模事業場に対し、健康診断実施後の

医師の意見聴取、長時間労働者・高ストレス者

の面接指導等の産業保健サービスを提供してい

ます。

東京都産業保健健康診断機関連絡協議会並び

に会員の皆様方には、引き続き、当センターの

事業運営に御理解・御協力を賜りますようお願

い申し上げます。
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2026年 ３ 月 ５ 日

（木）、2025年度の都
産健協 研修会は70名
を超える会員機関並

びに関係団体の参加

者を招いて文京区民

センターにて開催し

ました。

都産健協の栁澤信

夫会長の開会挨拶に

続いてご来賓の東京

労働局労働基準部健

康課 課長の木村恭巳
様・東京産業保健総

合支援センター 副所
長の恒吉恵美様・公

益社団法人全国労働

衛生団体連合会 専務
理事の亀澤典子様よ

りご挨拶をいただき

ました。

報告会として、事

業部会オブザーバー、

長濱産業医事務所 所
長の長濱さつ絵先生

より「2024年度職域
健康診断有所見率状

況調査の報告」・筑波

大学 医学医療系国際
社会医学研究室 准教
授の堀 愛先生より
「健診現場における

HIV検査の実態」に
ついて報告をいただ

きました。

次に講演会として

独協医科大学 埼玉医療センター こころの診療

都産健協　2025年度研修会概要

研修会概要

科 主任教授の井原 
裕先生より「メンタ

ル診断書ビジネスか

ら社員を救う」と題

した講演を、続いて

株 式 会 社DELTA   
VOICE代表取締役で
ボイストレーナーの

角田紘之先生より「歌

で誤嚥性肺炎を予防

する」と題して講演

をいただき、講演の

終わりに先生の作詞

作曲による誤嚥性肺

炎予防の歌「元気の

源 呼ぶ魔法」の紹介
と GOEN Project の
GOEN合唱団による
歌唱のご披露があり

大いに盛り上がりま

した。

最後に都産健協の

小林登副会長より閉

会挨拶があり研修会

は閉会となりました。

2025年度研修会の様子

都産健協　柳澤会長

東京労働局労働基準部健康課
課長　木村恭巳様

事業部会オブザーバー
長濱さつ絵先生

筑波大学 医学医療系国際社会医学研究室
准教授　堀　愛先生

独協医科大学 埼玉医療センター
こころの診療科　主任教授　井原　裕先生

株式会社DELTA VOICE代表取締役
ボイストレーナー　角田紘之先生

GOEN合唱団による歌唱

都産健協　小林　登副会長

東京産業保健総合支援センター
副所長　恒吉恵美様

公益社団法人全国労働衛生団体連合会
専務理事　亀澤典子様
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「令和７年度職域健康診断における有所見率状況調査の集計結
果（令和６年度健診実施分の報告）

都産健協事業部会　有所見率状況調査解析担当
一般財団法人全日本労働福祉協会　主任研究員

長濱産業医事務所合同会社　代表社員

医学博士　長濱　さつ絵

研修会報告会

令和７年度の職域健康診断における有所見率

状況調査の集計結果について報告いたします。

都産健協では、所属する健診機関を対象に、毎

年、受診者の性年齢別、企業規模別、業種別に

有所見率を調査しています。令和７年度は、41
機関を対象に、それぞれの健診機関が令和６年

度に実施した検査のうち、聴力検査（1000Hz、
4000Hz）、胸部Ｘ線検査、血圧測定、貧血検査、
肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査（および

又はヘモグロビンA1c）、尿検査（糖）、尿検査
（蛋白）、心電図検査、肥満度（BMI）の各検査
の有所見率、これら12項目のいずれかで所見の
あった割合、さらに、腹囲計測の有所見率につ

いて調査しました。

性年齢別有所見率

性年齢別有所見率調査には14機関が参加し、
男性約162万人、女性約99万人、合計約261万
人のデータを集計しました。何らかの所見が

あった者の割合は、男性49.2％、女性44.5％で
した。性別で比較すると貧血検査を除くすべて

の項目で男性の有所見率が女性より高い状況で

した。また、多くの項目で、男性、女性ともに

年齢が高くなるほど有所見率が高くなる傾向が

見られました。有所見率が最も高い項目は男女

とも血中脂質検査で、男性34.4％、女性25.6％
でした。

規模別有所見率

規模別有所見率調査には３機関が参加し、

50人未満事業所の男性約10万人、女性約４万
人、50人以上事業所の男性約20万人、女性約12
万人の合計約46万人のデータを集計しました。
何らかの所見があった者の割合は、男性では50
人未満の事業所で62.4％、50人以上事業所で
59.0％、女性では61.5％、57.5％と、50人未満
の事業所で男女とも有所見者の割合が高くなり

ました。年齢別の状況を見ると、女性の65歳以
上を除いて、男女とも各年齢で50人未満事業所
の方が有所見率が高い結果でした。2015年か
ら本年までの、年齢別事業所規模別有所見率の

推移を見ると、男女ともに概ね共通した傾向が

みられ、若年層の有所見率はやや増加傾向、35
歳以降では有所見率は横ばいから減少傾向とな

り、高年齢層ほど有所見率の減少の程度が大き

くなる傾向が確認されました。この傾向は50人
未満、50人以上の両事業場で認められました。
都産健協全体の有所見率は2015年からの10年
間で減少傾向を示しています。治療中の者を有

所見に含めないなど、10年の間に判定基準が
変更されるなどが影響している可能性も考えら

れます。

業種別有所見率

業種別有所見率調査には４機関が参加し、男

性約29万人、女性約15万人、合計約44万人の
データを集計しました。受診者数の多い業種

は、製造業（男性約12.7万、女性約3.8万人、合
計約16.5万）、運輸業、郵便業（男性約4.1万、
女性約1.9万、合計約６万）でした。受診者数
が少ない農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂

利採取業はまとめて解析しました。何らかの項

目で所見があったものの割合が最も高い業種

は、男性が金融保険業（67.5%）、不動産業
（67.3％）の順となっており、男性で有所見率
が最も低い業種は公務（23.4％）でした。女性
の有所見率が最も高い業種は不動産業

（72.7％）、金融保険業（69.5％）であり、最も
低い業種は教育・学習業（37.5％）でした。年
齢調整後の有所見者の割合が高い業種は、男性

では情報通信業、不動産業、女性では不動産業、

情報通信業でした。性別、年齢別に業種ごとの

健康診断有所見率を報告した調査は少なく、本

報告は貴重なものと考えられます。
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最後に

職域の健康診断の有所見率を男女別、年齢別

に詳細に分析している本調査は大変貴重なデー

タです。これに規模別、業種別の有所見率の分

析が加わっている本調査は大変価値の高いもの

となっています。引き続き本調査へのご協力、

ご指導をよろしくお願いいたします。
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健診現場におけるHIV検査の実態について、
2025年度ヒアリング調査結果をご報告いたし
ます。

HIV/AIDS（エイズ）の新規感染は勤労世代
に多く、職域を含めた検査機会の提供が世界に

推進されています。しかし、わが国では年間約

1000例の新規感染のうち、いわゆる「いきなり
エイズ」により感染が判明する例が１/３を占
めており、早期診断が課題となっています。そ

のため、保健所に加えて、健診を含めた多様な

HIV検査機会の提供が期待されています。
そこで、健診現場におけるHIV検査の実態

を把握するため、都産健協会員機関の皆さまの

ご協力をいただきヒアリング調査を実施しまし

た。本調査は、令和７年度厚生労働科学研究費

補助金/エイズ対策政策研究事業（23HB1001、
23HB1003）（代表：横幕能行、分担：堀愛）
の一環として実施し、筑波大学医学医療系の倫

理委員会の承認（第1919-１号）を受けていま
す。2025年10月～2026年３月にかけて、対面
またはWebで調査実施し、都産健協６機関、
全国の３機関に参加いただきました。

ヒアリングの結果、「健診受診者に対して

HIV検査を実施している」と回答したのは９
機関中６機関でした。この６機関で最も多かっ

た実施形態は、事業所や個人の希望に応じて

HIV検査を実施しているが、正式なオプショ
ン検査としては掲示していない、いわゆる「裏

オプション」でした。そのほか、オプション検

査として実施している例や、保健所の委託を受

けて実施している例もみられました。

また、健診機関でHIV検査を実施すること
について、積極的な意見と慎重な意見の双方が

寄せられました。積極的な意見として、健診は

年１回気軽にHIV検査が受けられる場となり
うること、勤労世代の検査機会として有用であ

ること、外国籍の受診者増加に伴うニーズ、事

「健診現場におけるHIV検査の実態」
筑波大学　医学医療系　国際社会医学研究室

准教授　堀　愛

研修会報告会

後オプションとしての運用、肝炎検査と合わせ

た実施、協会けんぽに組み入れる可能性が挙げ

られました。一方、慎重な意見として、HIV
検査は他の法定外項目より一段センシティブで

あること、システム整備やスタッフ研修、陽性

者フォロー体制が必要であるといった課題が指

摘されました。また、検査を受けやすい環境整

備や広報について、国の方針や周知を求めるご

意見もありました。　

なお、健診受診者のHIV検査ニーズを把握
するため、2025年11月２日~３日筑波大学学園
祭で実施したHIV検査イベント参加者74名を
対象にアンケート調査を行いました。「今後必

要になった場合、どこで検査を受けると思いま

すか」という質問に対しては、診療所・医療機

関（68%）、保健所（46%）、検査イベント（34%）、
健診（31%）、郵送検査（28%）という結果で
した。健診は年１回採血を行う機会であること

から、一定のHIV検査ニーズがある可能性が
示唆されました。

本調査にご協力いただきました皆様に、心よ

り御礼申し上げます。
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「メンタル診断書ビジネスから社員を救う」
独協医科大学　埼玉医療センター　こころの診療科　教授

精神科医　井原　裕

研修会講演

当日は、獨協医科大学埼玉医療センター こ
ころの診療科主任教授の井原　裕先生を講師に

迎え、「メンタル診断書ビジネスから社員を救

う」と題した講演が行われました。

　近年、メンタル不調を理由とした休職者の増

加が社会的な課題となる中、休職診断書や退職

支援をめぐる新たな問題について、産業保健の

視点から解説いただきました。

井原先生は、東北大学医学部をご卒業後、自

治医科大学大学院にて博士課程を修了されまし

た。その後、英国のケンブリッジ大学大学院へ

留学され、博士号を取得されております。

帰国後は、順天堂大学医学部精神医学講座の

教授を経て、現在は獨協医科大学埼玉医療セン

ターのこころの診療科の主任教授を務めておら

れます。

また、埼玉産業保健総合支援センターの相談

員としてもご活躍されるなど、産業保健分野に

おいても精力的に活動されております。

　井原先生がポリシーにしているのは 働くこ
とと心の健康の両立です。

心の健康を理由に働く人を 職場から排除す
ねのではなく、不安があってもそういった人た

ちを職場から排除しないで一緒に働いて行こう

する事が大事です。

①　現在の社会状況

講演ではまず、メンタル不調による休職者が

年々増加している現状が紹介されました。

インターネットやSNSでは
・　「休職診断書 即日発行」
・　「休職の方法」

・　「退職支援サービス」

といった情報が多数発信されており、労働者が

休職や退職へと誘導されるケースも見られると

のことです。

また、健康保険制度の傷病手当金などの制度

を利用することで、休職中も一定の収入が保障

される仕組みがあり、こうした制度が長期休職

につながる場合もあると指摘されました。

②　長期休職のリスク

井原先生は、メンタル不調への対応として

「長期休職が必ずしも回復につながるとは限ら

ない」と説明されました。

長期間の休職は

・　生活リズムの乱れ

・　体力の低下

・　職場との関係の希薄化

・　職務能力の低下

長期休みすぎてしまうと、休んだ方が得だ、

仕事に戻るのは損だというメンタリティになり 
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逆に労働者を追い込んでいってしまい、結果と

して職場復帰が難しくなる場合もあるとされて

います。

③　本来求められる対応

メンタル不調の背景には

・　長時間労働

・　ハラスメント

・　職場環境の問題

などが関係しているケースも多く、単に休職

させるのではなく、職場環境の改善や業務調整

などの対応が重要であると強調されました。

また、企業側においても、休職制度の適切な

運用や産業医との連携を図りながら、働く人の

健康と就労の両立を支援していく必要があると

のことでした。

④　まとめ

講演の最後に井原先生は、

「心の健康を理由に働く人を社会から排除す

るのではなく、働きながら回復できる環境を整

えることが重要である」

と述べられました。

メンタルヘルス対策は、個人だけの問題では

なく、企業や社会全体で取り組むべき課題であ

り、今回の講演はその重要性を改めて考える貴

重な機会となりました。
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「歌で誤嚥性肺炎を予防する」
株式会社DELTA　VOICE　代表取締役

ボイストレーナー　角田　紘之

研修会講演

歌手やアナウンサーなど多岐にわたるジャン

ルの方々をご指導されている、ボイストレー

ナーの角田先生による「歌で誤嚥性肺炎を予防

する」と題し、歌唱や発声訓練をすることで加

齢ととともに衰えやすい喉などの筋肉をどのよ

うにして活性させるかについてお話しをしてい

ただきました。

誤嚥性肺炎は、2024年のデータにおいて日
本の死因第６位に挙がるほど現代の高齢化社会

における重要な課題であり、また加齢とともに

嚥下機能は低下し40代と若いうちからはじま
ることも明らかになっています。特に80代より
確率が高くになる深刻な疾患で近年では患者数

が1.5倍に増加したことも報告されています。
このような背景から身体に痛みを伴わない、継

続可能な予防法として歌唱や発声訓練に注目が

高まってきています。

嚥下動作の運動は、始めに「認知期」で視覚、

嗅覚、触覚で食物を認知、次に「準備期」食物

を口に取込み咀嚼して食道を形成、「口腔期」

舌の随意的な運動で食塊を咽頭へ送り出すまで

の時期、「咽頭期」反射的に食塊が咽頭から食

道に送り出される時期、「食道期」食道壁に蠕

動運動によって食塊が胃の噴門に向かって送り

出される時期と５段階からなり、加齢による筋

肉量減少のサルコペニアは嚥下に必要な内喉頭

筋群＞舌骨上筋群、舌骨下筋群＞咽頭筋群＞咽

頭収縮筋にも影響を与え、なかでも咽頭収縮筋

は衰えやすい筋肉ともいわれております。咽頭

収縮筋はとにかく息をたくさん吐き、咽頭筋群

と舌骨上筋群や舌骨下筋群はとにかく息をたく

さん吸うこと。そして、咽頭収縮筋と咽頭筋群

は軟口蓋系の子音カ行（ガ行）、ナ行、マ行等、

舌を使ったタ行（ダ行）、ラ行などを発声する

ことが良く、舌骨上筋群や舌骨下筋群において

は舌を使ったタ行（ダ行）、ラ行などのほか笑

うことでも活性化するといわれております。喉

頭は主に軟骨と筋肉、声帯から構成されてお

り、軟骨には甲状軟骨の喉ぼとけがあります。

喉ぼとけの内側にある声帯や声帯をコントロー

ルし、呼気が声帯ヒダの間を通る時の振動で作

られる音（喉頭原音）をつくるために働く筋肉

を内喉頭筋、喉ぼとけの外部にあり声帯を伸ば

す動作の筋肉を外喉頭筋といいます。この外喉

頭筋は、歌を歌う筋肉と同じ運動で外喉頭筋を

活性化していけば嚥下時の気道防御機能の低下

を防ぐことができるようになります。また、内

喉頭筋においては衰えにくいといわれておりま

すが、60代以降の筋肉や神経の萎縮性変化に
より声門の閉鎖不全が生じる可能性があり得る

ともされ、高い声や裏声、地声の発声が嚥下機

能を活性化させ嗄声などの緩和による咳反射の

正常化などで誤嚥のリスク減少に有効であると

いわれており、その他に歌唱による感覚神経へ

の刺激（神経可塑性）、口腔内乾燥の改善によ

る誤嚥性肺炎の原因菌の削除（唾液分泌促進）、

リーシルバーマン音声治療法、パタカラ体操な

どが嚥下機能回復の科学的な事例として含まれ

るとのことです。
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令和７年10月８日（水）、東京労働局、公益
社団法人東京労働基準協会連合会、東京産業保

健総合支援センター主催による「産業保健

フォーラムIN TOKYO 2025」が東京都をはじ
めとする関係42団体の協賛によりティアラこ
うとう（江東区住吉）で開催されました。

参加者数は、一般参加を含め約550名の方が
来場され講演会、事例発表のほか、健康確保の

ための各種相談コーナー、展示コーナー、健康

測定コーナー等が開設されました。

冒頭、東京労働局長 増
田嗣氏による主催者挨拶が

ありました。

産業保健フォーラムは

「労働者の健康保持増進、労

使における健康確保に関す

る意識の高揚、労働衛生管

理活動の推進等」を目的と

することを示されました。

平成８年の開催から30回目を迎え、今年度は
「高年齢労働者の健康確保」をメインテーマと

しました。

東京都内における65歳以上の就業者は増加
傾向にあり10年前は約38万人でしたが令和６
年度には約51万となり約13万人増加していま
す。労働災害発生状況としては、東京都内にお

ける60歳以上の休業４日以上の死傷者数は
3,171名となり10年前の約1.5倍となっていると
報告がありました。

今後もわが国の高年齢労働者数は増加する見

込まれる中で高年齢労働者が安全で健康的に働

き続けることができるようエイジフレンドリー

ガイドラインを軸に事業所は必要に応じた施

設、設備、装置等の改善、高年齢労働者の特性

を考慮した環境を形成することが大切であると

述べられました。

また、産業医、衛生管理者および産業保健ス

タッフが一丸となり高年齢労働者の指導にあた

り各種業務に生かすとともに「高年齢労働者の

健康確保～いくつになっても働ける職場づくり

～」をスローガンにこの産業保健フォーラムの

開催により産業保健活動が事業所、地域に広が

り東京都内の産業保健の取り組み水準が大きく

向上することへの期待を述べられました。

基調講演としまして、法

政大学キャリアデザイン学

部教授、東京産業保健総合

支援センター相談員 廣川
進氏より「高年齢労働者の

ウェルビーイングと産業保

健に求められる役割」につ

いてご講演いただきまし

た。

　コロナ禍を経て様々な変化が加速していくな

か、高年齢労働者が増加傾向にある。

高年齢労働者の特徴は、筋力・持久力の低下、

感覚機能の低下、反応速度の遅れなどがあり、

課題としては慢性疾患（高血圧・糖尿病・心疾

患）、複数薬の服薬（ポリファーマシー）の副

作用、作業中の事故リスク増大などが挙げられ

るが、現在はウェルビーイング経営が注目され

ている。

ウェルビーイング経営とは、従業員の心身の

健康、働きがい、成長、良好な人間関係など「幸

福（Well-Being）」を経営の中核に捉え、個人
と組織の双方が持続的に成果を上げられるよう

にする経営スタイルです。

従来の「健康経営」が心身の健康管理を中心

にしていたのに対し、ウェルビーイング経営は

産業保健フォーラム　IN　TOKYO　2025

高年齢労働者の健康確保 
～いくつになっても働ける職場づくり～

増田　嗣
東京労働局長

廣川　進先生
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心理的・社会的・経済的な充実も含めた広い概

念を対象にしています。

高年齢労働者に期待されることは経験知・技

能の継承、職場の安定性・信頼感、多様性・ダ

イバーシティ推進、社会的役割・地域貢献など

組織にとって人的資本情報開示の強みとなり、

高年齢労働者の活躍は従業員の健康・多様性を

尊重する社会の証左となっています。

高年齢労働者は課題だけではなく、経験・知

恵・安心感を提供する貴重な資源でもあり、技

能伝承・組織文化の維持・多様性推進の担い手

として期待されています。

人生の４つの役割（４L）統合的ライフプラ
ンニングとしてLove（愛・家族・関係・絆）、
Labor（労働・仕事）、Learning（学習・学び）、
Leisure（余暇・自由時間）があり、仕事を人
生の役割の１つとして捉え、それぞれが充実し

てパッチワークのように繋がり合うことでバラ

ンスが取れ、充実したものになると考えてい

る。

今後、産業保健スタッフに求められるものは

安全文化の醸成者として、多様な世代が共存す

る職場で安全意識を共有すること、ヒヤリ・

ハットを言いやすい風土づくりを心掛ける。

キャリアの理解した上での支援者としてメンタ

ルサポートを行う。両立支援のコーディネー

ターとして、医療と職場の橋渡しや主治医・産

業医・保健師・人事・上司の調整役を担う。経

営戦略への橋渡し＆まとめ役として安全・健康

施策は人的資本情報開示に直結しており、高年

齢労働者は課題であると同時に資源でもある。

産業保健スタッフには経営視点での役割拡張が

必須。個人と組織からの「ウェルビーイング」

の視点を大切に業務してほしいことを示されま

した。

事例発表①　産業医科大

学　産業医実務研修セン

ター副センター長 教育教
授　柴田喜幸氏より

「ケースに学ぶ高年齢労

働者の健康保持・増進策と

自職場への活用」について

発表いただきました。

　冒頭、柴田氏より高年齢労働者に起こりえる

「資料を忘れました・資料を落としました・転

びました・マイクの操作ミスをしました」とい

う実演から講演が始まりました。

来場者は「この人大丈夫か？この人に仕事を

任せてよいのか？」という気持ちなったのでは

ないだろうか。

健康面（心身）、産業面（仕事）の両方が整

わないと経営としてよくない。生産性と安全配

慮の掛け算が重要となることを実演も交えて示

していただきました。

60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に
増加しエイジフレンドリーガイドラインとして 
１．安全衛生管理体制の確立、２．職場環境の

改善、３．高年齢労働者の健康や体力の状況の

把握、４．高年齢労働者の健康や体力の状況に

応じた対応、５．安全衛生教育、の５項目が事

業所に求められる。

事例としてＡ社では安全衛生理念を「安全な

くして生産なし」「すべての人が、心から安心

して働くことができる」と策定している。

この理念を保つには高年齢労働者対策が重要

になってくるが、75歳でも現役で働けるよう
自分自身で何ができるか考えて研修を行ってい

る。（産業医科大学が研修をサポート）

重要なのは層別役割を明確にすることであ

る。例としてマネージャーはユニットリーダー

やチームリーダーがある業務ができるようサ

ポートしてください。チームリーダーは一般職

へサポートしてください。と体系図を作成し高

年齢労働者の安全衛生に対しても明確なツール

をつくることである。問題が起きた場合は健康

管理センターがバックアップし、本社と現場が

矛盾なく一気通貫して経営に繋がっている。

産業保健スタッフは年１回の健康診断だけで

は従業員の健康を守ることは難しいため、上司

が部下の健康状態を把握するうえで適切な助言

ができるよう声掛けパターンを３つ以上持ち日

頃から声掛けをするとよい。

管理担当者が自ら行動することで部下の健康

を守ることができる。

高年齢労働者の衛生と健康は産業保健スタッ

フだけではなく、事業所全体で経営問題に取り

入れ、基本理念に基づいて企画すると大きな成

果が期待されることを述べられました。

柴田　喜幸氏
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事例発表②　東京科学大

学　大学院　医歯学総合研

究科　地域・福祉口腔機能

管理学分野　教授　松尾浩

一郎氏により「人生100年
時代の口の健康とは ～歯
だけではなく口の機能も重

要です～」について発表い

ただきました。

　近年、高齢化社会の中で注目されている言葉

は「オーラルフレイル」です。口の健康は悪化

すると修復がむずかしいため予防がとても重要

になっている。

オーラルフレイルは口腔機能の低下を示して

おり、その他精神的フレイル、身体的フレイル、

社会的フレイル等が相まってフレイルが起こる

ため、早期発見し健康な状態に戻すことが大切

である。

また、口腔機能は歯の状態も重要である（成

人　歯の本数28本）
オーラルフレイルが悪化すると咀嚼困難感、

嚥下困難感、口腔乾燥、歯の本数減少、活舌低

下が起き、特に歯が減少すると固いものを避け

るようになり肉や魚を食べなくなるため栄養に

偏りが生じ要介護への負のスパイラルが加速し

ていきます。

歯科医師として「8020」と題し80歳までに
20本歯を残こしましょうという活動を行って
おり達成者が増えている。次のステップとして

オーラルフレイルに注目してチェックリスト

（５項目）を作成している。

１．歯の本数20本確認、２．咀嚼困難感（半
年前と比べて硬いものが噛めるか）、３．嚥下

困難感（お茶や汁物でむせることがないか）、

４．口腔の乾燥（唾液の分泌）、４．運動機能（口

の運動）、５．活舌の測定

２つ以上該当するとオーラルフレイルであ

る。

また、口の運動機能で注目すべきは舌であ

る。人は歯がなくても食べることはできるが、

舌がないと食べられなくなってしまう。食物を

噛んだあと運ぶのは舌であり筋肉の塊のため重

要な役割を果たしている。

活舌測定は５秒間に30回以上数種類の連続

発音で測定する。舌先を測定する際は「タ」、

唇は「パ」、奥舌は「カ」を用いる。30回未満
は舌行進運動低下症の可能性がある。

舌の運動頻度が多い人ほど測定値が高いので

舌は普段から使用するこが望ましい。

測定アプリも開発しているのでぜひ利用して

ほしい（HP：大学院 地域・福祉 口腔機能管
理学分野）

口の機能は舌や唾液、咀嚼が関係するが、50
歳以上の方は歯科医院で機能を検査できる（７

項目）

機能低下の予防としては舌を大きく動かすエ

クササイズ、口腔乾燥には唾液線のマッサージ

がよい。

ただ、口腔機能改善と同時に栄養も改善する

訳ではなく、歯が直っても同じものを食べてい

ては改善しないため食習慣から見直す必要があ

る。口腔・運動・栄養のすべてが揃って健康に

繋がることを学ばせていただきました。

事例発表③　公益財団法

人　明治安田厚生事業団　

ウェルネス開発室長　健康

経営エキスパートアドバイ

ザー　三橋由美子氏により

「企業における治療と仕事

の両立支援 ～職場の環境
整備の視点から～」につい

て発表いただきました。

　健康経営を推進するにあたり大きく４つの重

点課題を挙げている。1.過重労働の防止、2.時
間外・休日労働の適正管理、3.病気の治療、子
育て・介護等と仕事の両立支援、4.女性の健康
両立支援をサポートする体制としては衛生推

進委員会であり専門職の方と総務、経営陣がオ

ブザーバーとして出席していることである。

複数拠点ある事業所は健康課題が異なること

から、それぞれの課題を吸収するために各拠点

に責任者を配置している。

衛生推進委員会は月１回開催し、議事録を公

開している。

従業員各自にパソコンを支給し、共有フォル

ダで規定等を確認できる体制と共に職場の壁に

大型掲示板を設けニュース等を取り上げてい

松尾浩一郎氏

三橋由美子氏
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る。

取組事例としては、厚生労働省のガイドライ

ンを参考に情報開示を行い治療と仕事の両立支

援は本人の申し出から始まること等を可視化し

て不安解消を行っている。

取り組みを継続することで治療が必要になっ

た方が会社の支援で守られていることを理解

し、安心して働き続けられると考えている。（高

額医療制度、傷病手当金等の情報も掲載）

産業医や主治医を含め総務と連携することも

大切であり、治療と仕事の両立支援コーディ

ネーターの資格を取得した従業員もいる。

また、健康経営を実践する上で重要なのは心

理的安全性が担保された職場であることで、コ

ミュニケーションが円滑で安心してありのまま

の自分でいられる環境であることが必要であ

る。

基盤となる職場の環境整備としてはワークラ

イフマネジメントがあり、従業員ひとり一人が

仕事以外にかかえている日常生活の問題をサ

ポートしながら仕事に集中できる環境にするこ

とであるが、実現するには日頃から勉強会を開

催するとよい。また、スタンディング会議やブ

レイク（30分に１回体を動かす）、就業時間内
に運動を取り入れるのもよい。座りすぎ防止と

してサイコロを振り、出た目の運動を行うこと

でメンタルヘルス向上に繋がる。

従業員が心身ともに安心して仕事に向き合え

る環境を整えることが会社の使命であることを

示されました。

地下１階大会議室を会場とした展示ホールで

は、労働衛生のハンドブック配布や労働安全衛

生相談、働き方改革推進支援、保護具展示等14
か所のコーナーが設けられ、産業保健に関わる

関係団体による多種多様な情報発信・啓発活動

が行われた。「血管年齢測定」「脳年齢測定」「口

腔機能測定」が行われた健康測定コーナーで

は、測定結果をもとに多数の来場者が健康相談

を受けていました。

今回30回目を迎えたこのフォーラムでさま
ざま情報を収集していただき、労働者一人ひと

りが健康で安心な職務生活が送れる環境づくり

の促進および各事業所の健康経営の進展に役立

つことを期待しています。

展示コーナー
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当法人は、お客さま一人ひとりに応じた最適

な健康診断を提供するため、予防医学の理念に

基づいた健診体制を構築しております。生活習

慣・既往歴・職場環境など、受診者の背景情報

を丁寧に把握し、それらを踏まえた検査選定を

行うことで、疾病の早期発見および生活習慣病

の予防に寄与することを目指しています。健診

後には、必要に応じて医療機関への迅速な紹介

や二次検査の案内、生活習慣改善に向けた支援

など、受診後のフォローアップまで一貫したサ

ポートを提供し、健診結果を確実に健康管理へ

と結びつける体制を整えております。

また、健診の精度向上と安全性の確保を最優

先に掲げ、検査機器の適切な管理やスタッフ教

育の充実を図り、常に質の高い健診サービスの

提供に努めています。お客さまが安心して検査

を受けられるよう、丁寧な説明ときめ細やかな

対応を徹底し、医療機関の皆さまから信頼いた

だける健診パートナーとしての役割を果たすこ

とを目指しております。

さらに、施設内での健診に加え、企業・事業

所への巡回健診も積極的に展開し、受診機会の

確保が難しい職場環境においても健康管理を支

援しています。葛飾の葛飾健診センターをはじ

め、秋葉原の健診プラザ日本橋、両国の健診プ

ラザ両国と、都内に複数の拠点を構えること

で、地域の皆さまが利便性高く健診を受けられ

る環境を整えております。

このたび東京都産業保健健康診断機関連絡協

議会へ入会したことを機に、会員機関の皆さま

と連携を深め、産業保健領域における健診の質

向上と地域医療へのさらなる貢献を図ってまい

ります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。

【お客さま一人ひとりに応じた最適な
健康診断の提供】

医療法人社団さわやか済世の紹介

新入会員機関紹介
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